
- 1 - 

 

技術指針改定案（事務局案）と国の規定の対比表 

 

１．計画段階環境配慮について 

論点 基本的事項・主務省令（法） 技術指針（事務局案） 

計画段階環境配慮の

検討を行う時期 

位置・規模又は配置・構造を検

討する段階 

・事業を実施する区域の位

置若しくは事業の規模 

・建造物等の配置若しくは

構造 

同左 

複数案の設定 必要 

（設定しない場合，その理由を

明らかにする。） 

同左 

（単一案を取るような事業計

画の熟度が高い場合は，現地

調査や現地踏査により，より

詳細な情報を収集すること

が可能と捉え，ＥＩＡ段階の

調査，予測及び評価を求め

る。） 

ゼロオプション 

（事業を実施しない案） 

現実的である限り複数案に含め

るよう努める。 

同左 

環境要素の選定 ○事業の実施に伴って重大な影

響を受けるおそれのある環境

要素を選定する。 

 

○環境要素を選定した理由を明

らかにする。 

同左 

（環境の改善効果をもたらす環

境要素を含む） 

調査 ○原則，既存資料等を収集し，

その結果を整理し，解析する

ことにより行う。（資料の出典

は明らかにする。） 

 

○重大な環境影響を把握する上

で必要と認められるときは，

専門家等からの知見を収集す

る。 

 

○なお必要な情報が得られない

ときは，現地調査・踏査その

他の方法により情報を収集す

る。 

同左 

予測 ○適切な方法により，知見の蓄

積や既存資料の充実の程度に

応じ，環境の状態の変化又は

同左 

資料３ 
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環境への負荷の量について，

可能な限り定量的に把握す

る。 

 

○定量的な把握が困難な場合

は，定性的に把握する。 

評価方法 ○位置等の複数案が設定されて

いる場合，複数案ごとの選定

事項について環境影響の程度

を整理し，これらを比較する

ことを基本とする。 

 

○位置等の複数案が設定されて

いない場合，選定事項につい

ての環境影響が，実行可能な

範囲内で回避され，又は低減

されているものであるか否か

について評価を行う。 

 

○環境基準，京都市環境保全基

準と整合性が図られているか

否についても可能な限り検討

する。 

 

○必要に応じて，専門家等の助

言を受ける。専門家の助言を

受けた場合は，助言内容・専

門家の専門分野を明らかにす

る。（所属属性を明らかにする

よう努める。） 

 

○事業の位置・規模又は配置・

構造に関する複数案の比較を

行った場合には，当該複数案

からの絞り込みの過程でどの

ように環境影響の回避，低減

が図られたかについての検討

内容を明らかにする。 

同左 

環境保全上の配慮 

（環境配慮） 

○配慮書作成過程，配慮書及び

それ以降の環境保全上の配慮

に関する検討経緯について

は，方法書において記載する。 

○配慮書案作成過程及びそれ以

降の環境保全上の配慮に関す

る検討経緯については，配慮

書において記載する。 

調査・予測・評価等 ○調査，予測及び評価は，複数

案及び選定された環境要素ご

とに行う。 

 

同左 
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○事業特性に応じて， 

・物質の排出 

・土地の形状の変更 

・工作物の設置その他の環境

影響 

 の態様を踏まえて適切に区分

し，区分された環境要素ごと

に検討する。 

○事業の進捗に合わせて， 

・工事 

・存在 

・供用 

 の環境影響要因に区分し，区

分された環境影響要因及び環

境要素ごとに検討する。 

市民意見等の聴取 配慮書の案又は配慮書について

一般及び関係地方公共団体から

の意見を求めた場合は，方法書

において，その意見及びそれに

対する事業者の見解を記載す

る。 

配慮書案についての市民意見及

び市長意見について，その意見

及びそれに対する事業者の見解

を配慮書に記載する。 

配慮書の事業計画精

度 

配慮書では，事業計画の最終案

を決定する必要はない。 

同左 

 

 

２．計画段階環境配慮以外について 

論点 基本的事項・主務省令（法） 技術指針（事務局案） 

配慮書からの引き継

ぎ 

配慮書，それ以降の事業内容の

具体化における環境配慮に係る

検討経緯及びその内容を方法書

に整理する。 

○計画段階環境配慮その他の手

続後，計画確定に至る経過を

方法書内に記載する。 

 

○大幅な計画変更があった場合

は，その理由も記載する。 

予測手法 ○最新の科学的知見を反映する

よう努める。 

 

○個別の事業特性や地域特性等

に合わせて最適な手法を選択

できるよう複数の手法を含め

るよう努める。 

同左 

事業アセスメントで

の評価 

 基準値を下回ることはもとよ

り，可能な限り環境影響が回避

され，又は低減されるよう事業

者は配慮すること。（ベスト追求

型） 
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３．計画段階環境配慮に係る環境要素とその検討手法について 

環境要素 細区分 検討手法 

大気環境 ・大気質 

・騒音（周波数が２０ヘルツか

ら百ヘルツまでの音によるも

のを含む）及び超低周波音（周

波数が２０ヘルツ以下の音） 

・振動 

・悪臭 

・その他大気環境に係る環境要

素 

汚染物質の濃度その他の指標に

より測られる環境要素の汚染又

は環境要素の状況の変化（当該

環境要素に係る物質の量的な変

化を含む。）の程度及び広がりに

関し，これらが人の健康，生活

環境又は自然環境に及ぼす環境

影響を把握できること。 

水環境 ・水質（地下水の水質を除く） 

・水底の底質 

・地下水の水質及び水位 

・その他水環境に係る環境要素 

土壌に係る環境その

他の環境 

・地形及び地質 

・地盤 

・土壌 

・その他土壌に係る環境要素 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全 

・動物 

・植物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生態系 

陸上及び水生の動植物に関し， 

・生息種又は生育種及び植生の

調査を通じて抽出される学術

上又は希少性の観点から重要

な種の分布状況， 

・生息状況又は生育状況及び動

物の集団繁殖地並びに重要な

群落の分布状況 

・その他の注目すべき生息地の

分布状況 

について調査し，これらに対す

る環境影響の程度を把握できる

こと。 

 

次に掲げるような，生態系の保

全上重要であって，まとまって

存在する自然環境に対する影響

の程度を把握できること。 

・自然林，湿原，藻場，干潟，

さんご群集及び自然海岸等で

あって人為的な改変をほとん

ど受けていないもの 

・改変により回復することが困

難である脆弱な自然環境 

・里地及び里山（二次林，人工

林，農地，ため池，草原等を
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含む。）並びに氾濫原に所在す

る湿地帯及び河畔林等の河岸

に所在する自然環境であっ

て，減少又は劣化しつつある

もの 

・水源涵養林，防風林，水質浄

化機能を有する干潟及び土砂

の崩壊を防止する機能を有す

る緑地等の地域において重要

な機能を有する自然環境 

・都市において現に存する樹林

地その他の緑地（斜面林，社

寺林，屋敷林等を含む。）及び

水辺地等であって地域を特徴

づける重要な自然環境 

人と自然等との豊か

な触れ合い 

・景観 

 

 

 

 

・人と自然との触れ合いの活動

の場 

・眺望の状況及び景観資源の分

布状況を調査し，これらに対

する環境影響の程度を把握で

きること。 

 

・野外レクリエーションを通じ

た人と自然との触れ合いの活

動及び日常的な人と自然との

触れ合いの活動が一般的に行

われる施設又は場の状態及び

利用の状況を調査し，これら

に対する環境影響の程度を把

握できること。 

・文化財 ・影響を受ける文化財の有無，

その影響の程度を把握できる

こと。 

環境への負荷 ・廃棄物等 

 

 

 

・温室効果ガス等 

・廃棄物等の発生量，最終処分

量その他の環境への負荷の量

の程度を把握できること。 

 

・温室効果ガス等の発生量その

他の環境への負荷の量の程度

を把握できること。 

人の生活に密接に関

わる生活環境の保全 

・風害 

・電波障害 

・日照阻害 

影響を受ける範囲，その影響の

程度を把握できること。 

 


